
 
 

＊＊＊総合開発特別委員会 議会閉会中審査＊＊＊ 

8 月 24 日から 28 日まで日米共同訓練を実施 
  

２０２０年８月３日（月）に開催された「米軍再編に係る千歳基地への訓練移転に関する連絡協議会」

において、日米共同訓練の計画が示されました。苫小牧市は８月１８日（火）に市議会総合開発特別委

員会を開催し、本市からの個別要望等を説明しました。 

航空自衛隊千歳基地での共同訓練実施に当た

り、北海道、千歳市、苫小牧市の三者の連絡会議

や本市からの個別要望では「新型コロナウイルス

感染症対策」として、米軍人の滞在中の行動や情

報提供などを要請していますが、市民が新型コロ

ナウイルスの感染症の拡大防止に全力を注いで

いる中で、今、一番に考えるべきことは訓練中止

を要請することではないのかとただしました。 
 

 米軍基地内、感染者３３７人  
 

沖縄米軍基地内では、新型コロナウイルス感染

者数が 337 人（8 月 17 日現在）に上っている

ことから濃厚接触者が訓練に参加していないの

かを聞きました。 

市側は「（米軍基地を抱える）沖縄の負担軽減

は、市として受け入れる立場で、訓練の必要性は

認識している」と答弁し、訓練中止は全く念頭にないということです。また、濃厚接触者については翌

日に PCR検査を受け、陰性の確認をもって訓練に参加することを明らかにしました。日本では「濃厚接

触者と判断された場合は、保健所の指示に従って PCR検査をした後 14日間は、健康状態に注意を払い

（健康観察）、不要不急の外出は控える」となっています。しかし、米軍は翌日の PCR 検査で陰性であ

れば問題ないという考え方なのかただしましたが、北海道防衛局を通じて再確認すると述べるにとどま

りました。市役所内で新型コロナウイルスの感染者や濃厚接触者の対応が組織横断的に理解されていな

いということが浮き彫りになりました。 

米軍再編に係る訓練移転が沖縄県の方々の負担軽減であれば、これまでの１０年間でどの程度軽減さ

れたのか、検証して具体的な数値を示すことも申し入れました。 
 

千歳基地にオスプレイ飛来 容認できない！ 
 

米空軍の輸送機オスプレイ２機が８月４日（火）に千歳市の航空自衛隊

千歳基地に飛来した件について、事前通告なしに勝手に行えるのか。安全

保障条約の第６条で「アメリカ合衆国は、日本国において施設及び区域を

使用することを許される」とありますが、政府答弁では「治外法権を認め

ているものではない」としていることから抗議するべきと訴えました。 

岩倉市長は、通常、軍事訓練を事前に公表することはあり得ないとしな

がらも「（オスプレイの）軍事訓練は連絡してほしい」と防衛省に求めて

いく考えを示しました。 
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総額で８億 5,778 万９千円の補正予算を可決 
  

第９回市議会定例会は９月３日（木）から９月１１日（金）まで開かれ、報告５件、陳情１件、議案

２１件、意見書１件、決議１件、その他の議事１件の審議が行われました。新型コロナウイルス感染症

の影響などで総額８億 5,778万９千円の補正予算を可決しました。 
 

＝ 総務委員会質疑 ＝ 

企業版ふるさと納税 
 

苫小牧市は総合戦略に掲げた4つの基

本目標を実現する事業を苫小牧版地方創

生事業と位置付け、「企業版ふるさと納

税」を活用することとしました。 

既に「企業版ふるさと納税」は、54

都道府県、市町村では 694 件が認定されていますが、企業としては

法人税などの控除が受けられる反面、返礼品が無いなど地域再生計画

の必須項目となっている５年間で２５億円の寄付を集めることができ

るのかただしました。市側は「５年間で２５億円と算定したのは、各

自治体の標準財政規模の１０％に相当する金額以内という算定方法に

よるもので、多くの企業から寄付をいただけるよう制度の周知に努め

る」としました。また、9 月１６日から実施するプレミアム付き商品

券事業の企画において、市外の企業も参加できるとしたことから寄付

を求める考えを持つべきではなかったのか聞きました。市側は「プレ

ミアム付き商品券事業に参加する市外企業を含め、広く寄付が得られ

るよう様々な機会を捉え周囲したい」と答えました。 
 

 
 

１ 実施した監査 

収入事務、支出事務、財産管理事務その他の財務事務および財政援助団体等の財政的援助に係る出納

その他の事務が、合規性、経済性、効率性及び有効性の視点から適正に行われているか監査を行った。 

２ 監査の対象  

定期監査が 11部局、財政援助団体等監査は５部局が所管する 31団体  

３ 監査の結果  

支出事務に関連して２件および財政援助団体の事務に関連して１件の指摘を行った。 

４ 指摘事項 

（１） 支出事務（補助金の適正な算定を行うべきもの）  

補助金交付要綱において、補助金算定の端数処理方法の定めがないもの、補助対象者の改正を失

念しているものが見られた。  

（２） 支出事務（時間外勤務手当の適正な算定を行うべきもの）  

正規の勤務時間外にした勤務の時間 60 時間の算定に当たり、休日に割り振られた正規の勤務時

間に勤務した時間を含める取り扱いがされていた。  

（３） 財政援助団体の事務（伝票作成等の適切な手続きを行うべきもの）  

当該団体において、伝票の作成がされておらず、出納の決定に関して決裁が行われていないもの

が見られた。 

５ 監査意見  

補助金や時間外勤務手当の算定に関する指摘は、いずれも事務の根拠の確認が重要であり、構築され

た仕組みが必ずしも正しいとは限らない場合があることを示している。 現在行っている事務処理が法

律や条例、規則等に違反していないか、考え方に誤りはないか、さまざまな角度から点検を行い、前

例踏襲に陥らない適正な事務処理の確保を望むところである。 

 

《熱血現場主義》小さなことでも身近な問題を地域から発信します！ 

令和元年度定期監査及び財政援助団体等監査の結果 


